
議案第１７３号 

静岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

の一部改正について 

 静岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

  令和３年１１月２２日提出 

静岡市長  田 辺 信 宏  

   静岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

静岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例（平成24年静岡市

条例第90号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「・第２条」を「―第２条の２」に、「歩道等」を「歩道等及び自転車歩行者専用道路 

等」に、「第６章 自動車駐車場（第22条―第32条）」を
「第６章 自動車駐車場（第22条―第

第６章の２ 旅客特定車両停留施

32条） 

設（第32条の２―第32条の12）」
に改める。 

 第２条中「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」を「移動等

円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関

する基準を定める省令」に改め、第１章中同条の次に次の１条を加える。 

 （災害等の場合の適用除外） 

第２条の２ 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備については、こ 

の条例の規定によらないことができる。 

 「第２章 歩道等」を「第２章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等」に改める。 

 第３条中「設ける道路」の次に「、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路」を加える。 

 第４条第３項中「又は」を「若しくは」に改め、「いう。）」の次に「又は自転車歩行者専用道

路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車歩行者専用道路等」という。）」を、「当該歩道等」の

次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加え、同項を同条第５項とし、同条第２項の次に次の



２項を加える。 

３ 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造令第39条第１項に規定する幅員の値以上と

するものとする。 

４ 歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造令第40条第１項に規定する幅員の値以上とするも

のとする。 

 第５条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加える。 

 第６条第１項中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加え、同条第２項中「除

く。）」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加える。 

 第12条第１号中「かご」を「籠」に改め、同条第２号中「かご」を「籠」に、「装置」を「設

備」に改め、同条第３号及び第４号中「かご」を「籠」に改め、同条第５号中「かご及び」を

「籠及び」に、「により、かご外からかご内が」を「又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が

設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに」に改め、同条第６号及び

第７号中「かご」を「籠」に改め、同条第８号中「かご」を「籠」に、「装置」を「設備」に改

め、同条第９号中「かご」を「籠」に、「装置」を「設備」に改め、同条第10号及び第11号中「か

ご」を「籠」に改め、同条第13号中「かご」を「籠」に、「装置」を「設備」に改める。 

 第13条中「以下同じ」を「以下この条において同じ」に改める。 

 第６章の次に次の１章を加える。    

第６章の２ 旅客特定車両停留施設 

（通路） 

第32条の２ 公共用通路から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに１以上の

通路は、次に定める構造とするものとする。 

（１）有効幅員は、1.4メートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場

合においては、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50

メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を

1.2メートル以上とすることができる。 

（２）戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 

ア 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得

ない場合においては、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする

こと。 

（３）車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける



場合においては、この限りでない。 

２ 前項の１以上の通路（以下「移動等円滑化された通路」という。）において床面に高低差が

ある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりや

むを得ない場合においては、エスカレーター（構造上の理由によりエスカレーターを設置す

ることが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利

用に適した構造のもの）をもってこれに代えることができる。 

３ 旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客特定車両停留施設と一体的に利用され

る他の施設のエレベーター（第32条の４の基準に適合するものに限る。）又は傾斜路（第32条

の５の基準に適合するものに限る。）を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特定車両

停留施設に旅客特定車両が停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客特定

車両の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことが

できる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。 

４ 旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める構造とするものとする。 

（１）床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 

（２）段差を設ける場合は、当該段差は、次に定める構造とすること。 

ア 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段差を容易

に識別できるものとすること。 

イ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

（出入口） 

第32条の３ 移動等円滑化された通路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とするものと

する。 

（１）有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得な

い場合においては、80センチメートル以上とすることができる。 

（２）戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 

ア 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得

ない場合においては、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする

こと。 

（３）車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける

場合においては、この限りでない。 

（エレベーター） 



第32条の４ 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものと

する。 

（１）籠の内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。ただし、

籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のも

の（開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。）にあっ

ては、この限りでない。 

（２）籠及び昇降路の出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。 

（３）籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設け

ること。ただし、第１号ただし書の構造のエレベーターにあっては、この限りでない。 

２ 第12条第５号から第13号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエレベーターに

ついて準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅

客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。 

（傾斜路） 

第32条の５ 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路（その踊り場を含む。以下この条におい

て同じ。）は、次に定める構造とするものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない

場合においては、この限りでない。 

（１）有効幅員は、1.2メートル以上とすること。ただし、階段に併設する場合においては、90

センチメートル以上とすることができる。 

（２）縦断勾配は、８パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル

以下の場合は、12パーセント以下とすることができる。 

２ 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとす

ること。 

３ 第13条第３号から第５号まで、第７号、第８号及び第10号の規定は、移動等円滑化された

通路に設ける傾斜路について準用する。 

（エスカレーター） 

第32条の６ 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするもの

とする。ただし、第３号及び第４号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設

けられる場合は、そのうち１のみが適合していれば足りるものとする。 

（１）上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方

向に移動することがない場合においては、この限りでない。 



（２）エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーター

への進入の可否を示すこと。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターにおい

ては、この限りでない。 

（３）踏み段の有効幅は、80センチメートル以上とすること。 

（４）踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造

であり、かつ、車止めが設けられていること。 

２ 第14条第２号から第５号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエスカレーター

について準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び

昇降方向を音声により知らせる設備を設けるものとする。 

（階段） 

第32条の７ 第16条第２号から第８号まで、第10号及び第11号の規定は、移動等円滑化された

通路に設ける階段について準用する。 

（乗降場） 

第32条の８ 旅客特定車両停留施設の乗降場は、次に定める構造とするものとする。 

（１）床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 

（２）旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配は、５パーセント以下とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、８パーセン

ト以下とすることができる。 

（３）横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、誘導車路の構造、気象状況又は地 

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、２パーセント以下とす 

ることができる。 

（４）乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅客特定車両の通行、停留又は駐車の用に供す

る場所（以下この号において「旅客特定車両用場所」という。）に接する部分には、柵、視

覚障害者誘導用ブロックその他の視覚障害者の旅客特定車両用場所への進入を防止するた

めの設備が設けられていること。 

（５）当該乗降場に接して停留する旅客特定車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のも

のであること。 

（運行情報提供設備） 

第32条の９ 旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声

により提供するための設備を設けるものとする。ただし、電気設備がない場合その他技術上



の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

（便所） 

第32条の10 第30条から第32条までの規定は、旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合につ

いて準用する。この場合において、第31条第１項第１号中「第25条に規定する通路」とある

のは「移動等円滑化された通路」と、「同条各号」とあるのは「第25条各号」と読み替えるも

のとする。 

（乗車券等販売所、待合所及び案内所） 

第32条の11 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち１以上は、次に定める構造とするもの

とする。 

（１）移動等円滑化された通路と乗車券等販売所との間の通路は、第32条の２第１項各号に掲

げる基準に適合するものであること。 

（２）出入口を設ける場合は、そのうち１以上は、次に定める構造とすること。 

ア 有効幅は、80センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とするものとする。 

（ア）有効幅は、80センチメートル以上とすること。 

（イ）高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。   

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設け

る場合においては、この限りでない。 

（３）カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構

造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる

構造である場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。 

３ 乗車券等販売所又は案内所（勤務する者を置かないものを除く。）は、聴覚障害者が文字に

より意思疎通を図るための設備を設けるものとする。この場合においては、当該設備を保有

している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。 

（券売機） 

第32条の12 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち１以上は、高齢者、障害者等

の円滑な利用に適した構造とするものとする。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応

する窓口が設置されている場合は、この限りでない。 

 第33条に次の４項を加える。 

３ 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、



待合所、案内所若しくは休憩設備（第５項において「移動等円滑化のための主要な設備」と

いう。）又は同項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示

する案内標識を設けるものとする。 

４ 前項の案内標識は、日本産業規格（産業標準化法（昭和24年法律第185号）第20条第１項の

日本産業規格をいう。）Ｚ8210に適合するものとする。 

５ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備（第32条の

２第３項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設

のエレベーターを含む。以下この条において同じ。）の配置を表示した案内板その他の設備を

設けるものとする。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場

合は、この限りでない。 

６ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客特定車両停留施設の構

造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設け

るものとする。 

第34条第１項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」を加え、「及び自動車駐車場」

を「並びに自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設」に改め、同条中第３項を第５項とし、第

２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された旅客特定車両停留施設の通路

と第12条第11号の基準に適合する乗降口に設ける操作盤、前条第６項の規定により設けられ

る設備（音によるものを除く。）、便所の出入口及び第32条の11の基準に適合する乗車券等販

売所との間の経路を構成する通路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設するもの

とする。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する２以上の設備がある場合であって、

当該２以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該２以上の設備間の経路を構成す

る通路については、この限りでない。 

３ 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路

には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。 

 第35条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加え、同条に次の２項を加え

る。 

２ 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を１以上設けるも

のとする。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 

３ 前項の施設に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用する

ことができる者を表示する案内標識を設けるものとする。 



 第36条第１項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」を加え、同条第２項中「及

び自動車駐車場」を「、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設」に、「路面の」を「路面又は

床面の」に改める。 

 第37条中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」を加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


